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議 案 第 ３ ６ 号  

 

 

平 成 ３ ０ 年 度 富 士 見 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算  

（総則） 

第１条 平成３０年度富士見市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 年 間 処 理 水 量  １２，３０６，７５５㎥ 

(2) 水洗化世帯戸数  ５３，２３０戸 

(3) 主要な建設改良事業 

管渠布設距離 ２，１４２ｍ 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収             入 

第１款 下水道事業収益 １，８０４，６２１千円 

第１項 営 業 収 益 １，２７２，００３千円 

第２項 営 業 外 収 益 ５３２，６１７千円 

第３項 特 別 利 益 １千円 

支             出 

第１款 下水道事業費用 １，５４４，０５６千円 

第１項 営 業 費 用 １，３６２，１２９千円 

第２項 営 業 外 費 用 １８０，８８７千円 

第３項 特 別 損 失 ５４０千円 

第４項 予  備  費 ５００千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本

的支出額に対し不足する額８２７，１６３千円は、当年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額３８，８４０千円、過年度分損益勘定留保資金６３０，５９４千
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円並びに当年度分損益勘定留保資金１５７，７２９千円で補填するものとする。）。 

収             入 

第１款 資本的収入 ９３６，５０１千円 

第１項 企  業  債 ７７７，１００千円 

第２項 国庫(県)補助金 ８９，９７０千円 

第３項 負  担  金  ６９，４３１千円 

支             出 

第１款 資本的支出 １，７６３，６６４千円 

第１項 建 設 改 良 費 １，０１５，０８３千円 

第２項 償  還  金 ７４７，５８１千円 

第３項 予  備  費 １，０００千円 

(企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定

める。 

起債の目的 
限度額 

(千円) 
起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

公共下水道事業 373,700 

普通貸借 

又は 

証券発行 

４．０％以内と

する。ただし、

利率見直し方式

で借り入れる政

府資金及び地方

公共団体金融機

構 資 金 に つ い

て、利率の見直

しを行った後に

おいては、当該

見直し後の利率

とする。 

政府資金の場合は

その融資条件によ

り、銀行その他の

場合はその債権者

と協議するものと

する。ただし、市

財政の都合により

措置期間及び償還

期限を短縮し、又

は繰上償還若しく

は低利に借換えを

す る こ と が で き

る。 

特 定 環 境 保 全 

公共下水道事業 
345,800 

流域下水道事業 57,600 
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（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、５００，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、営業費用及び

営業外費用の間の流用の場合とする。 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）  

第８条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金

額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会

の議決を経なければならない。 

(1) 職 員 給 与 費 １００，５３３千円 

(2) 交 際 費 ２０千円 

（他会計からの補助金） 

第９条 下水道事業助成に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額

は、２１０，０００千円とする。 

 

平成３０年２月２０日提出 

 

富士見市長 星 野 光 弘 

 

提 案 理 由 

地方自治法第２１１条及び地方公営企業法第２４条第２項の規定により、この案を

提出します。 


